
2昭島市役所☎042-544-5111（代表）

▼事業の事前説明
期　日 開始時刻（予定） 内　容
９月30日
（水）

午前９時 消防団活動事業
午前９時40分 自治会等補助事業
午前10時30分 社会福祉団体補助等事業
午前11時10分 私立保育園運営事業
午後１時10分 清掃センター等維持管理
午後１時50分 交通安全協会補助事業
午後２時40分 教育相談事業
午後３時20分 市民会館文化事業協会補助事業

※場所は、いずれも市役所204会議室です。
▼事業の外部評価
期　日 開始時刻（予定） 内　容
10月11日
（日）

午前９時 市民会館文化事業協会補
助事業

午前10時30分 清掃センター等維持管理
午後１時 教育相談事業
午後２時30分 交通安全協会補助事業

10月25日
（日）

午前９時 私立保育園運営事業
午前10時30分 社会福祉団体補助等事業
午後１時 自治会等補助事業
午後２時30分 消防団活動事業

※場所は、いずれも市役所３階庁議室です。

　市では、事業の妥当性や効率性などを評価
し、事業の見直しにつなげるため、事務事業
評価を実施しています。
　この一環として、学識者や公募の市民委員
による外部評価を下の表のとおり実施します。
　傍聴を希望する方は、直接会場へお越しく
ださい（申込不要）。
☆詳しくは、企画政策係へ。
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　受給はいずれか一方のみ
です。また、施設入所中の
方は対象となりません。
　締め切り日を過ぎると受
け付けできませんのでご注
意ください。
◇ 請求　請求書に押印のう
え、次のとおり添付し、
市役所障害福祉係、あい

ぽっく、東部出張所のい
ずれかに提出

＊ タクシー利用費＝平成27
年４月１日～９月30日に 
乗車した領収書

＊ ガソリン費＝平成27年７
月１日～９月30日に自動
車に給油した領収書

☆詳しくは、障害福祉係へ。

タクシー利用費助成、または、心身障害者
自動車ガソリン費等助成を受けている方へ
� ～請求は10月13日まで～

市の公式T
ツ イ ッ タ ー

witterをフォローしてください
� アカウント名@akishima_196
　市では、公式Twitterを
運用しています。アカウン 
ト名は、@akishima_196で 
す。
　市のイベントなどについ
ての情報を発信しています
ので、フォローをお願いし
ます。
☆詳しくは、広報係へ。

市ホームページの
「公式ツイッター」からも
アクセスできます。


